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中心として,その一般的規定,イスラム教徒の公共財

(waqfや baytu1-m51)の規定が論ぜ られ,:tTJ-4章で

は,イスラム法か ら見た犯罪,証拠, 訴訟手続きが概

説されている｡

てラ十のイスラム教はスソニー泥のシャ- フ <'-学

派を中心 としたものであるが,具体的には,それはて

ラヤの土着の慣習によってマ レー化されている｡マラ

ヤでは,イスラム教は究極的に州(ngara)の宗教であ

る｡従って,州にはそれぞれ独自のイスラム行政組織

があ り,イスラム法の規定 も,州の土着慣習によって

多少異なっている｡特に財産法の場合には,憤習法が

イスラム法よりも強い｡ しか し,慣習法にもいろいろ

あって,慣習法の強 さも州によって多少異なる｡ この

ような州によるイスラム法の具体的な規定の相違を知

るのに,本書は極めて便利である｡更に,巻末のマ レ

ー語とアラビア語のイスラム法に関する法律用語を比

較定義 した glossaryは,マラヤの宗教用語の意味を

調べるのに役立つ｡ しか し,本書の叙述の仕方は,必

ず しも入門書的であるとはいえない｡ (口羽益生)

M.G.Swii-t:Malay Peasâju Societyin

Jelebu.The Athlone Press,Un行ersity of

Londol1,1965.x+181p.

本書は,LondonSchoolofEconomicsの社会人類

学のモ/グラフ ･シ リーズ第29冊として刊行 されたも

のであるが,マラヤの村落社会に関する数少ない実地

調査の 1つとして重要な意味を もっている｡

調査地 Jelebuは,マラヤにおける母系制社会 とし

て名高い NegriSembilanの最 も辺描'な 1地 域であ

るJ1947年のセンサスにおける人 rけ台数は 19,135,ラ

ちて ン-人は 8,419人であった｡

現在,シ ドニ-大学の社会人藩主学講師である著者

Swiftは,マラヤ 連邦独立に先行する1954年 10月か

ら55年 7品 および1956年 4月か ら12月を主要調査期

間として,中国人を全 く含 まない 1つの mukim(区)

を中心的な対象として,pal･ticipantObsel･Vationの 方

法を用いて調査を行なった｡ この時期は,共産主義者

の暴動などのために,-､･ラJrの政治情勢が不安定なと

きであ り,彼の調査はかな り困難なものであった らし

い｡また,このために, コミ;,ニテ fにおける村民の

生活 も若干の影禦せ こうむ って,いわゆが 円旨の状態

Lj)観察にはやや不適当な時期でもあったO

彼の記述は,まず,この持系捌 社会における伝統的

な政治組織の説明に始 まって,ついで村落の経済およ

び政治を論 じ,家族 ･親族の構造にもかな り詳しく触

れて,最後に,階鰻 ･階桝の問題などに一寸言及 して

いる｡

Jelebuの主な生業は,元来稲作であったが,ゴム栽

培の導入により,これが調査時点では主要な地位をTllJ

めるに至 り,稲作は副次的な役割-と退いた(｡この外

に果樹の耗培があ り臨時的な現金収 入の源 となってい

る｡

水冊は女性か ら女性-と相続され,リ封生はこれ らの

女性と結婚することによって経済生活を営むのが以前

の姿であったが,ゴ∴園においてはり封生が経営および

労働の主体となって来たDまた村外に職を求めること

も可能とな l),日系的な社会借造が次第 に崩れ て来

た｡政治的な側面においても,行政上の長(penghule)

などが,慣習 (adat)上の長の役割を弱める働きをす

るこ

Swiftが調査したのは上記のような,崩壊が 目立ち

始めた日系制社会の政治 ･経済 ･社会構造である｡記

述においては,きわめて示唆的な説明や推論が しば し

ば現われる｡

著者が比較的広い地域を調査したことは,本書の特

こ政治に関する部分などにおいてその~Ij効性を示 して

いるが,このことは反面, 1つの比較的小 さい地域oI)

集中的な調査の欠如をもたらした,各々の世帯 ･親族

の悉仔的な調査か ら分析的に抽 き,出された結果ではな

く,1~･柑Tl.Liに言えば,裏付けを十分持たぬ印象の総令 と

い うような傾向があるのが,やや惜 しまれる｡

(坪内良博)
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